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アニコムグループの概要1
　経営についてⅠ

子会社の概要（2019年3月31日現在）

■アニコム損害保険株式会社の概要

日本で初めてのペット保険専門の保険会社として、その
普及拡大を進め、家族の一員であるペットがケガや病気
をしたことによって飼い主の皆様が流す『涙』を減らし、
『笑顔』を生み出す保険会社を目指しています。

■アニコム フロンティア株式会社の概要

各種保険商品の提供及び動物関連人材紹介を通じて、ど
うぶつと人が笑顔で生活できる環境づくりに貢献します。

■アニコム パフェ株式会社の概要

動物病院の支援や飼い主サポートを通じて、飼い主の皆
様と動物病院とのコミュニケーションを促進し、「どう
ぶつと人の、笑顔と感謝いっぱいの健康生活」を応援し
ています。

アニコム ホールディングス株式会社の概要
（2019年3月31日現在）

　アニコム ホールディングス株式会社は、保険業法第
271条の18に基づく保険持株会社であり、アニコム損害
保険株式会社を中核とした、グループ全体の経営戦略・
経営計画の立案をはじめ、子会社の経営管理を担ってい
ます。各社の付加価値創出力を極限まで高めることで、
グループ全体の無限大の価値創造を具現化することを目
指しています。

社名
（英文社名）
設立年月日

本社所在地

電話番号
資本金
大株主
事業内容

アニコム ホールディングス株式会社
（Anicom Holdings, Inc.）
2000年7月5日
（株式会社ビーエスピーとして設立）
〒160-0023
東京都新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー39階
03-5348-3911
7,950百万円
32ページをご参照ください。
子会社の経営管理

■アニコム先進医療研究所株式会社の概要

獣医療分野における世界水準の臨床・研究・教育機関と
して、先進医療の提供、基礎研究の推進、科学的根拠に
基づく診療方法の確立を目指します。

■アニコム キャピタル株式会社の概要

どうぶつ医療分野・ペット関連市場の成長を牽引する有
望なベンチャー企業の発掘・投資・育成に取り組みます。
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社名
（英文社名）
設立年月日

開業日
資本金
株主
事業内容

アニコム損害保険株式会社
（Anicom Insurance, Inc.）
2006年1月26日
（アニコム インシュアランス
プランニング株式会社として設立）
2008年1月10日
6,550百万円
アニコム ホールディングス株式会社（100％）
損害保険事業

〈損害保険事業〉
アニコム損保のペット保険は、
対応動物病院の窓口での診療
費お支払い時に、保険金のご
請求と受領手続きをその場で
行える「窓口精算システム」
により、人の健康保険のよう
に身近な保険としてご利用い
ただけます。

社名
（英文社名）
設立年月日
資本金
株主
事業内容

アニコム フロンティア株式会社
（Anicom Frontier, Inc.）
2005年2月25日
45百万円
アニコム ホールディングス株式会社（100％）
保険代理店業及び有料職業紹介事業

〈保険代理店業及び有料職業紹介事業〉
お客様との対話を通じて、一
人ひとりのニーズにあわせた
保険のご提供を目指していま
す。また、求人サイト「アニ
ジョブ」を通じて、どうぶつ
好きの方が長く安心して働
いていただけるような環境づくりに貢献していきます。
保険と職業紹介の2つの軸で、どうぶつ業界で働く人を支え
ています。

社名
（英文社名）
設立年月日
資本金
株主
事業内容

アニコム パフェ株式会社
（Anicom Pafe, Inc.）
2004年12月24日
495百万円
アニコム ホールディングス株式会社（100％）
動物病院支援事業

〈動物病院支援事業〉
患者情報から会計管理まで、
病院業務全般をサポートす
る動物病院向けカルテ管理
システム「アニコムレセプ
ター」の開発・販売や、動物
看護師向け研修サービス等、
動物病院経営を支援する各種サービスを展開しています。

社名
（英文社名）
設立年月日
資本金
株主
事業内容

アニコム先進医療研究所株式会社
（Anicom Specialty Medical Institute, Inc.）
2014年1月24日
450百万円
アニコム ホールディングス株式会社（100％）
動物医療分野における臨床・研究事業

〈動物医療分野における臨床・研究事業〉
どうぶつ医療分野における
基礎研究の推進、科学的根拠
に基づく診療方法の確立、先
進医療の開発に向けた臨床
等に取り組んでいます。

社名
（英文社名）
設立年月日
資本金
株主
事業内容

アニコム キャピタル株式会社
（Anicom Capital, Inc.）
2015年7月7日
100百万円
アニコム ホールディングス株式会社（100％）
ベンチャー・キャピタル事業

〈ベンチャー・キャピタル事業〉
主に、どうぶつ医療分野・
ペット関連分野の成長を牽
引する有望なベンチャー企
業や、イノベーションにつな
がる研究開発に対する投資・
育成に取り組むことで、どう
ぶつから始まる価値創造を具体化し、日本経済の更なる発
展に寄与します。
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■2018年度業績の概要
■  当社グループの2018年度連結決算の経常収益は35,829百万円、経常費用は33,550百万円、経常利益は2,278百万円（前連結
会計年度比23.0％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,610百万円（同22.0％増）となりました。

■  損害保険事業（ペット保険）においては、アニコム損保の経常収益は34,960百万円、経常費用は32,692百万円、保険引受利
益は2,040百万円、経常利益は2,268百万円、当期純利益は1,597百万円となりました。

（1）損益の状況（連結） （単位：百万円）

2017年度 2018年度
増　減

金額 百分比（%） 金額 百分比（%）
経常収益 32,339 100.0 35,829 100.0 3,489

　保険引受収益 31,290 96.8 34,535 96.4 3,244

　資産運用収益 420 1.3 383 1.1 △36

　その他経常収益 628 1.9 910 2.5 281

経常費用 30,486 94.3 33,550 93.6 3,063

　保険引受費用 21,771 67.3 24,071 67.2 2,300

　資産運用費用 8 0.0 10 0.0 1

　営業費及び一般管理費 8,479 26.2 9,112 25.4 633

　その他経常費用 227 0.7 356 1.0 129

経常利益 1,853 5.7 2,278 6.4 425

特別利益 0 0.0 16 0.0 16

特別損失 13 0.0 19 0.1 6

親会社株主に帰属する当期純利益 1,320 4.1 1,610 4.5 290

包括利益 1,292 4.0 1,588 4.4 296

（2）資産・負債・資本等の状況（連結） （単位：百万円）

2017年度 2018年度 増　減
資産 31,164 42,390 11,226

負債 17,576 20,156 2,579

純資産 13,587 22,234 8,646

負債及び純資産合計 31,164 42,390 11,226

（3）損害保険事業における主要指標の状況 （単位：百万円）

アニコム損害保険株式会社

2017年度 2018年度

収益性

当期純利益 1,391 1,597

経常利益 1,924 2,268

正味損害率 56.2% 56.3%

正味事業費率 33.8% 33.3%

コンバインド・レシオ 90.0% 89.6%

収支残率 10.0% 10.4%

保険引受利益 1,598 2,040

健全性
自己資本 11,595 16,170

単体ソルベンシー・マージン比率 305.6% 379.8%

成長性 正味収入保険料増収率 11.5% 10.4%

規模
正味収入保険料 31,290 34,535

元受正味保険料 31,290 34,535

（注）1.   正味損害率＝（正味支払保険金+損害調査費）÷正味収入保険料
2.   正味事業費率＝（諸手数料及び集金費+保険引受に係る営業費及び一般管理費）÷正味収入保険料
3.   コンバインド・レシオ＝正味損害率+正味事業費率
4.   収支残率＝100%－コンバインド・レシオ
5.   単体ソルベンシー・マージン比率
　   巨大災害の発生や、保有資産の大幅な価格下落等、通常の予測を超えて発生しうる危険に対する、資本金・準備金等の支払余力の割合を示す指
標です。行政当局が保険会社を監督する際に、経営の健全性を判断するために活用されており、この数値が200%以上であれば「保険金等の支
払能力の充実の状況が適当である」とされています。

6.   正味収入保険料：元受及び受再契約の収入保険料から出再契約の支払再保険料を控除したもの
7.   元受正味保険料：元受保険料から元受解約返戻金及び元受その他返戻金を控除したもの

2
　経営についてⅠ

業績サマリー
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2018年度の事業概況3
　経営についてⅠ

　アニコムグループでは、2018年度の重点施策である「ペット保険のさらなる収益力向上」等に取り組んだ結果、当連結会計
年度の連結経営成績は以下のとおりとなりました。
　保険引受収益34,535百万円（前期比10.4％増）、資産運用収益383百万円（同8.8％減）、新規事業等を含むその他経常収益
910百万円（同44.8％増）を合計した経常収益は35,829百万円（同10.8％増）となりました。一方、保険引受費用24,071百万
円（同10.6％増）、営業費及び一般管理費9,112百万円（同7.5％増）などを合計した経常費用は33,550百万円（同10.1％増）
となりました。この結果、経常利益は2,278百万円（同23.0％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,610百万円（同22.0％増）
となりました。

＜損害保険事業＞
　アニコム損害保険株式会社では、2018年度の重点施策である「ペット保険のさらなる収益力向上」に向けて精力的な営業活
動に注力し、ペットショップ代理店チャネルや直販チャネルを中心に新規契約を獲得した結果、新規契約獲得件数は堅調に推
移しました。また、既契約の継続率が商品改定による一部保険料引き上げの影響により一時的に低下したものの、年間を通じ
て87.0％台で堅調に推移したことから、保有契約件数も753,332件（前連結会計年度末から54,766件の増加・同7.8％増）と、
順調に増加しています。
　また、E/I損害率 注1）は新規契約増による商品ポートフォリオの改善が順調に進んだことから、59.0％と前年同期比で0.2pt

改善しました。既経過保険料ベース事業費率 注2）は、引き続き規模拡大に向けた投資を行っているなか、費用の一部圧縮等
により34.5％と前年同期比で0.7pt改善しました。この結果、両者を合算したコンバインド・レシオ（既経過保険料ベース）は
前年同期比で0.9pt改善し93.5％となりました。

注1） E/I損害率：発生ベースでの損害率
（正味支払保険金＋支払備金増減額＋損害調査費）÷既経過保険料にて算出

注2） 既経過保険料ベース事業費率：発生ベースの保険料（既経過保険料）に対する発生ベースの事業費率
損保事業費÷既経過保険料にて算出

＜その他の事業＞
動物病院支援事業
　動物病院向けカルテ管理システムの開発・販売・保守を手掛けるアニコム パフェ株式会社においては、クラウド型カルテ管
理システム（商品名：アニレセクラウド）を展開しています。その結果、当事業の経常収益は203百万円（前連結会計年度比1.8％
減）となりました。

保険代理店事業
　アニコム フロンティア株式会社において、保険代理店として、ペット関連企業が保有する物件（ビル・支店・営業所等）の
契約獲得や動物病院・ペットショップの経営者・従業員への営業活動に注力した結果、当事業の経常収益は14百万円（前連結
会計年度比0.2％減）となりました。

動物医療分野における研究・臨床事業
　アニコム先進医療研究所株式会社において、主に動物医療分野における研究・臨床事業、地域獣医療のサポートとしての病
院承継を行った結果、当事業の経常収益は439百万円（前連結会計年度比107.9％増）となりました。

その他事業
　アニコム パフェ株式会社では、ペットの健康に関する電話相談を24時間365日サポートする「anicom24」のサービス、ペッ
トのしつけに関する教材を毎月お届けする「アニトレ24」のサービスを提供するほか、ペットを失った悲しみ（ペットロス）
を支えるWEBサイト「アニコム メモリアル」の運営に取り組んでおり、アニコム フロンティア株式会社では、動物関係者に
特化した人材紹介「アニジョブ」の提供等、新規事業分野の拡充による新たな収益源確保を図ってきました。その結果、これ
らの事業の経常収益は209百万円（前連結会計年度比87.4％増）となりました。
　アニコム キャピタル株式会社において、アニコムグループにシナジーのある企業及び研究を中心にコーポレート・ベン
チャー・キャピタル事業を行っていますが、投資先の上場等により資金回収を行う事業モデルであることから、当事業による
経常収益は計上されていません。
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3
　経営についてⅠ

＜対処すべき課題＞
①　ペット保険事業について
　アニコムグループのペット保険の保有契約数は約75万件（前期末比7.8％増）となっており、順調に増加するとともに、前
述のとおり、国内のペット保険の普及率についても2018年には約9％の水準まで伸長しています。しかしながら、ペット保
険の先進国である英国やスウェーデンと比較すると未だ低水準と言え、引き続き、成長途上の市場であると考えています。よっ
て、引き続き、アニコムグループが提供するペット保険が、“どうぶつの健康保険制度”として社会に広く認知・利用される
ためのマーケティングやPRを強化するとともに、他社の保険商品と比較し、独自性・優位性の有する魅力ある保険商品を提
供していくことが重要であり、これがペット保険事業の収益力の更なる向上へ繋がっていくものと考えています。
　そのため、ペット保険販売の最重要ターゲットであるペットショップ代理店チャネルに加え、既に飼育されているペット
をターゲットとした一般チャネルの営業等を強化し、ペットショップ代理店チャネルと双璧をなす営業の主軸として成長さ
せていきます。具体的な施策として、WEBや動物病院等を通じた販売戦略を構築するとともに、当該戦略を実行するための
マーケティングやPRを強化していきます。このほか、近年、ペット飼育者が、ペットをブリーダーから直接に家族にお迎え
する機会が多くなってきていること、犬の飼育頭数が逓減する一方で、猫の飼育頭数は逓増しており、保護猫の譲渡会等を
通じて家族にお迎えする機会が多くなってきていることから、これらの事業者との関係を強化し、ペット保険の重要性を理
解していただくことで、新たなチャネル化や保険の付保率向上に繋げていきます。
　また、2018年12月からは、「予防型保険会社」を目指すアニコムグループ独自のサービスである「どうぶつ健活」を開始
しています。これは、どうぶつの腸内フローラ測定の結果から、病気のなりやすさを判定し、その結果に応じて、無料で健
康診断が受けられるサービスです。この「どうぶつ健活」をアニコムグループが提供する保険商品に付帯し（※）、他社が提供
する保険商品との差別化を行っています。こうした保険商品の独自性・優位性をお客様に伝えるための取組みを強化してい
くことで、保険事業の更なる拡大を目指します。

※「どうぶつ健活」は、「どうぶつ健保ふぁみりぃスタンダードタイプ」「どうぶつ健保べいびぃ」「どうぶつ健保すまいるふぁみりぃ」「ど
うぶつ健保はっぴぃ」が対象です。但し、腸内フローラ測定はすべてのどうぶつが対象ですが、健康診断サービスの対象は犬・猫に限
ります。

②　ペットの飼育頭数について
　前述の犬の飼育頭数が逓減しているといった課題に対して
は、アニコムグループが提供するブリーディングサポート等
を通じて対処していきたいと考えています。具体的には、ア
ニコムグループでは、どうぶつが有する遺伝性疾患の撲滅
を目的とした遺伝子検査事業を開始しており、主要なペット
ショップやブリーダー等を通じて販売されるペットの遺伝子
検査をアニコムグループのラボにて実施しています。こうし
た遺伝子検査により蓄積されたデータを活用したブリーディ
ングに係る科学的な見知や医療などをトータルでサポートす
ることにより、ブリーディング現場における様々な課題を解
決し、ひいては、健康なペットの流通を促し、ペットの病気
やケガなどへの飼育者の不安を少しでも解消することで、飼
育頭数の増加に繋げていきたいと考えています。また、こう
したブリーディングサポートにより、ブリーダーの収益機会
を向上させ、ブリーダー数の減少に歯止めをかける施策にも
取り組んでいきます。
　更に、ペット飼育者が病気や高齢になった場合や、ペット
が高齢となり介護が必要となった場合等に、やむを得ずペッ
トの飼育ができなくなることへの対応として、ペット飼育
者の代わりにペットを飼育する老犬ホームや終生飼育施設
（シェルター）などを運営することで、ペット飼育者が安心
して飼育できる環境を構築し、飼育頭数の増加に繋げていき
たいと考えています。

2018年度の事業概況

（ペット産業全体の市場規模：億円）

（犬猫飼育頭数：千頭）

19,205

2014

9,492

9,713

猫

犬

18,715

2015

9,277

9,438

18,665

2016

9,309

9,356

18,446

2017

9,526

8,920

18,552

14,498 14,743 14,983 15,193 15,422

2018

9,649

8,903

出典：一般社団法人 日本ペットフード協会
出典：株式会社矢野経済研究所 ペットビジネスマーケティング総覧2019年版

14 Anicom Holdings, Inc. 2019



経
営
に
つ
い
て

コーポレート・ガバナンスの状況4
　経営についてⅠ

■コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
　当社は、アニコムグループの経営理念である「それぞれの命が持つ個性の違いを互いに尊重しあい、分業協力することで、
世界中に「ありがとう」を拡大すること」を通じて、すべてのステークホルダーに対する責務と約束を果たし、その社会的使
命を全うするとともに、グループ全体の企業価値の永続的な向上を目指します。アニコムグループでは、これらを着実に実現
するためグループコーポレート・ガバナンス基本方針を策定し、健全で透明性の高いグループコーポレート・ガバナンス体制
の維持・強化に取り組んでいます。

1. 企業統治の体制の採用理由と概要
　当社の企業統治体制は、以下のとおりです。

株  主  総  会

取締役会（取締役）監 査役
（監査役会）

室
査
監
部
内

企画・管理部 門

人
査
監
計
会 指名・報酬・ガバナンス委員会

取締役会委員会
グループコンプライアンス委員会 / グループリスク管理委員会 / 
グループ危機管理委員会

経営会議委員会

アニコム損害保険株式会社

アニコム フロンティア株式会社

アニコム キャピタル株式会社

アニコム パフェ株式会社

アニコム先進医療研究所株式会社

グループ予算委員会 / グループＩＴ戦略委員会 /
グループ人事政策委員会

経営管理・モニタリング内部監査

内部監査

報告監督/承認

答申・報告

会計監査

会計監査相当性の
判断

連携
監査

選任・解任選任・解任選任・解任

連携

報告等
経営会議（執行役員）

業務執行

経営意思決定・監督

（1） 企業統治体制を採用する理由
　当社は、監査役会設置会社を採用し、取締役会が、監査
役会と緊密に連携し、重要案件の最終意思決定を行うとと
もに、経営に対する監督機能を強化しています。また、当
社では、取締役会及び監査役会において、過半数を社外取
締役及び社外監査役とするなど透明性の高いガバナンス体
制を構築しています。
　更に、執行役員制度を導入し、経営の意思決定及び監督

機能と、業務執行機能を明確に分離することで、取締役会
の牽制・監督機能といったガバナンスの観点についても強
化していることに加え、取締役会の機能の独立性・客観性
と説明責任を強化するため、取締役会とは別に社外取締役
を主要な構成員とする諮問委員会として「指名・報酬・ガ
バナンス委員会」を設置しています。なお、「指名・報酬・
ガバナンス委員会」は、過半数を社外取締役から選出して
います。
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　経営についてⅠ

コーポレート・ガバナンスの状況

（2） 企業統治体制の概要
①取締役会及び取締役
　当社の取締役会は、社内取締役1名（小森伸昭氏）及び
社外取締役3名（福山登志彦氏、井上幸彦氏、渋澤健氏）
の4名で構成され、議長は代表取締役である小森伸昭氏が
務めています。
　なお、当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定め
ています。

　当社の取締役会は、グループの信頼の維持・向上を重
視して、業務執行に関する重要な意思決定を決議すると
ともに、執行役員の業務を監督しています。持株会社で
ある当社の取締役会は、グループの中長期戦略や各種基
本方針を決定するなどの機能を有し、各取締役は、取締
役会がこれらの責務・機能を十分に全うできるよう努め
ています。また、アニコムグループの中核企業であるア
ニコム損害保険株式会社においても執行役員制度を採用
しており、各執行役員は取締役会にて決定された執行担
当業務を遂行しています。
　また、当社は、グループ会社経営管理基本方針に基づき、
子会社における重要な経営事項について当社の取締役会
において審議し、必要に応じて報告を求めるなどの子会
社を監督する体制をとっています。
　更に、グループ経営会議を定期的に開催し、グループ
会社の取締役及び執行役員等でグループ全体の業務執行
に係る議案を協議し、当社取締役会においては重要な経
営事項について、その審議内容・提言を十分に考慮して
意思決定を行っています。

②監査役会及び監査役
　当社の監査役会は、常勤監査役1名（須田一夫氏）及び
社外監査役3名（岩本康一郎氏、須田邦之氏、武見浩充氏）
の4名で構成されています。
　監査役会は、監査役会規則に基づき、監査に関する重
要な事項について報告を受け、協議・決議をしています。
各監査役は、監査役会で策定された監査役監査基準や監
査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議に
出席し、業務及び財産の状況を監査するとともに、会計
監査人及び内部監査部門等から報告を受けるなど、相互
に緊密な連携を保ち、取締役の業務執行を監督しています。

③指名・報酬・ガバナンス委員会
　当社は、取締役会の諮問委員会として、社外取締役4名
及び社内執行役員2名の6名で構成される指名・報酬・ガ
バナンス委員会を設置しています。同委員会では、当社

及びアニコム損害保険株式会社の取締役、監査役及び執
行役員の候補者の選任要件及び選任・解任並びに当社及
びアニコム損害保険株式会社の取締役及び執行役員の業
績評価とともに、報酬体系及び水準を審議しています。
同委員会では、審議した内容を取締役会へ答申しています。

2. 企業統治に関するその他の事項
　当社は、業務の適正を確保するための体制（以下、内部
統制システムといいます。）の整備について、取締役会決議
を経た上で、内部統制システム基本方針を定めています。
また、当社は、グループ会社の経営管理やグループのコン
プライアンス、リスク管理、内部監査等に関する基本的な
事項をグループの各種方針に定めています。

3. 株主総会決議に関する事項
（1） 取締役の選任の決議要件
　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使する
ことができる株主の議決権3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数で行う旨定款に定めています。

（2） 株主総会の特別決議要件
　当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決
議要件について、議決権を行使することができる株主の議
決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3

分の2以上で行う旨定款に定めています。また、取締役の選
任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3

分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めてい
ます。これらは、定足数を緩和することにより、株主総会
の円滑な運営を行うことを目的とするものです。

（3）   株主総会決議事項のうち取締役会で決議す
ることができる事項

　当社は、会社法第165条第2項の規定により、将来の経営
環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とするため、
自己株式を取締役会の決議で取得することができる旨を定
款に定めています。
　また、当社は会社法第454条第5項の規定により、取締役
会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当
を行うことができる旨を定款に定めています。これは、株
主への機動的な利益還元を可能にするためです。
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内部統制システムの構築5
　経営についてⅠ

　当社は、会社法及び会社法施行規則に定める、株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備について、以下の
内部統制システム基本方針を取締役会において決議し、これに沿ってグループ会社の経営管理、コンプライアンス、リスク管理、
監査役会監査の実効性確保等を含むアニコムグループ全体の内部統制システムを整備することにより、業務の適正を確保する
とともに企業価値の向上に努めております。

内部統制システム基本方針

1. アニコムグループにおける業務の適正を確保するための体制
　（1）  当社は、アニコムグループ経営理念に基づき、グループの事業を統括する持株会社として、グループ会

社の経営管理に関する基本方針を定めるとともに、取締役会への報告体制を確立することにより、グルー
プ会社に対する当社の経営管理体制を整備する。

　　　①  当社は、当社が直接的に経営管理するグループ会社（以下「子会社等」という。）と経営管理契約を締
結することなどにより、子会社等の経営管理を行う。

　　　②  グループの経営戦略やグループ経営の根幹となる各種グループ基本方針等を子会社等に示す。
　　　③  子会社等による事業戦略、事業計画等の重要事項の策定を当社の事前承認事項とする。
　　　④  子会社等による各種グループ基本方針等に基づく取り組み、事業計画の実施状況等を当社への報告事

項とする。
　（2）  当社は、グループの財務報告に係る内部統制に関する基本方針を定め、財務報告の適正性と信頼性を確

保するために必要な体制を整備する。
　（3）  当社は、グループの情報開示に関する基本方針を定め、企業活動に関する情報を適時・適切に開示する

ための体制を整備する。
　（4）  当社は、グループ内取引等の管理に関する基本方針を定め、グループ内取引等の管理体制を整備する。

2. 職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　（1）当社は、グループのコンプライアンスに関する基本方針を定め、コンプライアンス体制を整備する。
　　　①  当社は、コンプライアンスを統括する部署を設置する。
　　　②  当社は、グループ倫理規範を定め、グループの役職員がこの倫理規範に則り事業活動のあらゆる局面

においてコンプライアンスを最優先するよう周知徹底を図る。
　　　③  当社は、グループコンプライアンス・マニュアルを策定するとともに、役職員が遵守すべき法令、社

内ルール等に関する研修を実施し、コンプライアンスの周知徹底を図る。
　　　④  当社は、「コンプライアンス・プログラム」を毎期策定し、その実行を通じ、コンプライアンス遵守態

勢の充実を図る。また、定期的に開催する「グループコンプライアンス委員会」において、コンプラ
イアンス疑義案件及び不祥事件への対応並びに外部弁護士相談を踏まえた当社方針等の適切性の確認
を行う。

　　　⑤  当社は、法令又は社内ルールなどのコンプライアンスに抵触する事案が生じた場合の報告ルールを定
めるとともに、通常の報告ルートのほかに、社内外にホットライン（内部通報制度）を設け、その利
用につきグループの役職員に周知する。

　（2）  当社は、グループの顧客保護等に関する基本方針を定め、お客様本位を徹底し、顧客保護等を図るため
の体制を整備する。

　（3）  当社は、グループの情報セキュリティ管理に関する基本方針を定め、情報セキュリティ管理体制を整備する。
　（4）  当社は、グループの反社会的勢力等への対応に関する基本方針を定め、反社会的勢力等への対応体制を

整備するとともに、反社会的勢力等との関係遮断、不当要求等に対する拒絶等について、弁護士や警察
等と連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応する。

　（5）  当社は、被監査部門から独立した内部監査部門を設置するとともに、グループの内部監査に関する基本
方針を定め、当社及びグループ会社において、実効性のある内部監査体制を整備する。

3. リスク管理に関する体制
　（1）  当社は、グループのリスク管理に関する基本方針を定め、リスク管理体制を整備する。
　　　①  当社は、リスク管理を統括する部署を設置する。
　　　②  定期的に開催する「グループリスク管理委員会」において、態勢整備の進捗状況や有効性について検討し、

重要事項ついては、取締役会に報告する。
　　　③  リスク管理にあたっては、リスクカテゴリーごとに分類して、特定・評価・制御・緊急事態対応プラ

ンの策定及びモニタリング・報告のプロセスを構築する。
　　　④  当社は、子会社等の業態やリスクの特性等に応じた適切なリスク管理を会社毎に実施させる。
　（2）  当社は、経営の健全性を確保しつつ企業価値を持続的・安定的に向上させ、それにより保険契約者をは

じめとするステーク・ホルダーの利益保護に資することを目的として、グループの統合的リスク管理に
関する方針を定める。
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　経営についてⅠ

　（3）  当社は、グループの危機管理に関する基本方針を定め、危機管理体制を整備する。

4. 職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　（1）  当社は、グループの中期経営計画及び年度計画（数値目標等を含む。）を策定する。
　（2）  当社は、業務分担及び指揮命令系統を通じて効率的な業務執行を実現するため、職務権限に関する規程

を定めるとともに、事業目的を達成するために適切な組織機構を構築する。
　（3）  当社は、経営会議規則を定め、取締役等で構成する経営会議を設置し、経営上の重要事項について協議・

報告を行う。
　（4）  当社は、取締役会の諮問機関として、指名・報酬・ガバナンス委員会を設置し、次の事項を審議し、取

締役会に対して答申する。
　　　①  当社及びアニコム損害保険株式会社の取締役・監査役・執行役員の選任・解任
　　　②  当社及びアニコム損害保険株式会社の取締役・監査役・執行役員の選任要件
　　　③  当社及びアニコム損害保険株式会社の取締役・執行役員の業績評価
　　　④  当社及びアニコム損害保険株式会社の取締役・執行役員の報酬体系及び水準
　　　⑤  コーポレートガバナンスに係る各種方針・施策等の整備状況や実施状況
　（5）  当社は、グループの人事に関する基本方針を定め、社員の働きがい、やりがいの向上、透明公正な人事

の徹底により、生産性及び企業価値の向上の実現を図る。
　（6）  当社は、（1）～（5）のほか、当社及びグループ会社において、職務の執行が効率的に行われることを確

保するための体制を整備する。

5. 取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
   　当社は、文書等の保存に関する規程を定め、重要な会議の議事録等、取締役及び執行役員の職務の執行に係
る情報を含む重要な文書等は、同規程の定めるところに従い、適切に保存及び管理を行う。

6. 監査役の職務を補助すべき職員に関する事項
　（1）  当社は、監査役の監査業務を補助するため、監査役直轄の監査役事務局を設置する。
　　　  監査役事務局には、監査役の求めに応じて、監査業務を補助するために必要な知識・能力を具備した専

属の職員を配置する。
　（2）  監査役事務局に配置された職員は、監査役の命を受けた業務及び監査を行う上で必要な補助業務に従事し、

必要な情報の収集権限を有する。
　（3）  当該職員の人事考課、人事異動及び懲戒処分は、常勤監査役の同意を得た上で行う。

7. 監査役への報告に関する体制
　（1）  役職員は、経営、財務、コンプライアンス、リスク管理、内部監査の状況等について、定期的に監査役

に報告を行うとともに、当社又はグループ会社の業務執行に関し、重大な法令若しくは社内ルールの違
反又は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告
を行う。

　（2）  当社は、グループ会社の役職員が、当社又はグループ会社の業務執行に関し重大な法令若しくは社内ルー
ルの違反又は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときに、これらの者又はこれらの
者から報告を受けた者が、当社の監査役に報告を行う体制を整備する。

　（3）  当社は、当社及びグループ会社において、監査役に（1）又は（2）の報告を行った者が、当該報告を行っ
たことを理由として不利な取扱いを受けることがないよう、必要な体制を整備する。

　（4）  役職員は、ホットライン（内部通報制度）の運用状況及び報告・相談事項について定期的に監査役に報
告を行う。

8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　（1）  監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議その他の重要な会議又は委員会に出席し、意見を述べる

ことができるものとする。
　（2）  監査役は、重要な会議の議事録、取締役及び執行役員が決裁を行った重要な稟議書類等について、いつ

でも閲覧することができるものとする。
　（3）  監査役は、子会社監査役に対して積極的に意思疎通及び情報の交換を図るなど、子会社監査役との連携

を密にし、監査の効率性を高める。
　（4）  監査役は、代表取締役との定期的な会合として経営審議会を開催し、情報の共有と意見の交換を行う。
　（5）  役職員は、いつでも監査役の求めに応じて、業務執行に関する事項の説明を行う。
　（6）  内部監査部門は、監査に協力することなどにより、監査役との連携を強化する。
　（7）  当社は、監査役の職務の執行に係る費用等について、当社が監査役の職務の執行に必要でないことを証

明したときを除き、これを支払うものとする。

内部統制システムの構築
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　当社は、グループリスク管理基本方針を制定し、当社グ
ループの経営に影響を及ぼしうるリスクの予見・コントロー
ルに努めるとともに、環境変動を想定した応答活動を常に
準備し、不測の事態にあってもサービスや商品の品質を維
持し、事業継続ができるように、リスク管理体制の構築に
努めています。

①ERMの推進
　当社においては、取締役会主導のもと、経営企画部・リス
ク管理部を中心に、ERM（Enterprise Risk Management）
の推進に取り組んでいます。取締役会はグループリスク管
理基本方針の中でERM態勢を定め、グループ各社に周知す
るとともに、具体的な取決め等をグループERM規程で定め
ています。また、グループリスク選好基本方針として健全性・
収益性に関する目標値等を定め、中期経営計画の礎として
います。
　また、当社では「グループリスク管理委員会」を設置し、
当社グループの個別リスク管理の状況及び統合的に評価し
たリスクの状況に関して議論を行い、取締役会に定期的に
報告する態勢を整備しています。

②リスク・プロファイル
　当社グループが保有するリスクを正しく認識するため、
エマージングリスク（将来新たに発現し、当社グループの
経営に大きな影響を及ぼす可能性のあるリスク）も含めた
リスクの概要を網羅的に洗い出し、それを基にしたリスク・
プロファイルを定期的に作成しています。また、リスク管
理部は当社グループ内における波及リスク等、個々のグルー
プ各社では対応できないリスクを含めた各種リスクについ
て網羅性の検証を行うとともに、リスクを定量的に評価し、
リスク状況のモニタリングを実施しています。

③内部モデルの高度化
　当社は、当社グループの経営に影響を及ぼしうるリスク
の特定及び計測を実施し、保有する自己資本等の状況と対
比させることにより、健全性を定期的に検証しています。
　また、リスク量及び自己資本等の計測手法として内部モ
デルを定めており、各種リスクの分析等を踏まえ、その高
度化を進めています。

④ストレス・テスト
　リスク管理部は、グループの経営に深刻な影響を及ぼし
うるリスクを把握・管理するため、過去に発生したことが
ない仮想シナリオを含むストレスシナリオ、リバース・ス
トレス・テスト、感応度テストを定期的に実施し、自己資
本等の充実度への影響度を分析しています。また、深刻な
影響が見込まれる場合には、速やかに対応策を検討・実施
する態勢を整備しています。

⑤リスク選好方針・資本配賦
　経営企画部は、グループリスク選好基本方針及びグルー
プの中期経営計画を策定しています。また、それらに基づき、
資本配賦を実施し、経営の安定性確保を目的として、子会社、
リスク・カテゴリー等の適切な単位ごとにリスク限度枠を
設定しており、その遵守状況を定期的にモニタリング（リ
ミット管理）しています。また、リミットに抵触のおそれ
がある場合には、リスク削減・再配賦・自己資本の増強等
の対応策を速やかに検討・実施する態勢としています。

【リスク・リターン・資本の関係】

資本

リターンリスク

財務健全性の確保 資本効率の向上

リスク・リターン管理の強化

企業価値の
最大化

グループのリスク管理体制6
　経営についてⅠ
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　経営についてⅠ
6 グループのリスク管理体制

【リスク管理体制】

アニコム ホールディングス株式会社

監査役会
取締役会

グループリスク管理委員会

リスク管理部各部 経営企画部

監査役

内部監査室

アニコム損害保険
株式会社

アニコム パフェ
株式会社

アニコム フロンティア
株式会社

アニコム先進医療研究所
株式会社

アニコム キャピタル
株式会社

・個別リスク管理の状況
・統合的に評価したリスクの状況

・経営計画
・自己資本管理等

監査役監査

モニタリング 報告

報告

モニタリング
連携

指
示

報
告

報
告

内
部
監
査

指
示

報
告
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コンプライアンスの推進7
　当社は、グループコンプライアンス基本方針を定め、コンプライアンスに関する基本的な考え方や当社及びグループ会社の
役割等につき定めているほか、コンプライアンスに関する重要事項は当社の取締役会において審議・決定し、グループ会社に
おけるコンプライアンスの一層の徹底を図っております。

グループ コンプライアンス基本方針

1. 法令等の遵守
　各種法令や社内ルールを遵守するとともに、公正で自由な競争を行い、誠実かつ適正な企業活動を行います。
　（1）コンプライアンス
　　　  コンプライアンスとは、各種法令や社内ルール等を遵守して、誠実かつ適正な企業活動を遂行すること

をいいます。企業活動に関係する全てのルールを正しく理解し厳正に遵守することにより、はじめて適
正な事業活動を行うことが可能になります。

　（2）公正かつ自由な競争
　　　  保険業法、独占禁止法等の関係法令を遵守して事業遂行にあたります。公正で自由な競争を阻害するよ

うな談合やカルテル等の行為は決して行いません。また取引上の立場を利用して、不当に相手方に不利
益を強いるような行為も一切行いません。

　（3）利益相反の防止
　　　  保険関連業務に係る取引のうち、お客様の利益を不当に害するおそれのあるものを「利益相反のおそれ

のある取引」として管理します。また、会社の正当な利益に反し、自分や第三者の利益を図るような行
為は一切認めません。

　（4）知的財産権の保護
　　　著作権や特許権、商標権等の知的財産権を侵害することのないよう、十分に留意します。
　（5）職場環境
　　　労働関係法令等を遵守して、安全かつ健全な職場環境を維持するよう努めます。

2. 社会・政治との関係
　社会や政治との適正な関係を維持します。
　（1）反社会的勢力に対する姿勢
　　　  暴力団や総会屋等の反社会的勢力に対しては、その圧力に屈することなく毅然とした対応を堅持してい

きます。
　（2）政治活動、政治資金
　　　選挙や政治活動、政治資金等については、各種法令等を遵守して、公正な態度を堅持していきます。
　（3）接待、贈答、金銭貸借等
　　　  業務上の地位を利用して金品等不当な利益を得ることや、法令等に違反したり、社会的に不相当な接待・

贈答の授受をするようなことは一切いたしません。また、役職員は、取引先等又は役職員同士での金銭
貸借等はいたしません。

3. 適正で透明性の高い経営
　業務の適正な運営を図るとともに、適時・適切な情報開示を行い、透明性の高い経営に努めます。
　（1）情報の適時、適切な開示
　　　  各種経営情報を適時・適切に開示することは、お客様からの信頼を高める観点からも大変重要であると

考えます。株主・投資家の方々やお客様の合理的判断に資するためにも、行政に提出する情報を含めた
各種情報の積極的な開示に努めます。

　（2）正確な情報の作成、管理
　　　  適時・適切な情報開示のためにも、経営情報については正確な記録を作成して、厳正に管理していきます。

また内部や外部の各種監検査に対しても誠実・真摯に協力していきます。
　（3）機密情報の取扱い
　　　  各種機密情報については社内ルールに則って厳正に管理し、権限のない者に開示したり、アニコムグルー

プ各社以外の第三者のために利用するようなことはいたしません。

4. 人権の尊重
　お客様や当社の役職員をはじめ、あらゆる人の基本的人権を尊重します。
　（1）差別の禁止
　　　  性別や年齢、職業、国籍、人種、思想、信条、宗教等を理由とする不当な差別や人権侵害は、一切容認

いたしません。
　（2）ハラスメントの禁止
　　　セクシャルハラスメント等のいかなるハラスメントも一切容認いたしません。
　（3）個人情報の取扱い
　　　  個々人のプライバシーを最大限尊重し、個人情報保護法をはじめとする関係法令等を遵守して、お客様

情報や個人情報の管理については十分な注意を払ってまいります。

　経営についてⅠ
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＜コンプライアンス推進体制＞

　経営会議及び「グループコンプライアンス委員会」において、コンプライアンス推進のための施策の立案や
実施状況の点検・確認を行うとともに、グループ会社の各部門（支店含む）に責任者（部長・支店長）である
コンプライアンス・キーパーソン（KP）とコンプライアンス・リスク管理リーダーを配置し、当社のコンプラ
イアンス推進部が中心となり、コンプライアンスの周知徹底に取り組んでいます。
　また、コンプライアンス上の問題（疑義案件を含む）を発見した場合は、直ちにコンプライアンス推進部等
に報告を行うことが義務づけられています。さらに発見者が通常ルートでの報告が適当でないと判断した場合
には、グループ社内外のホットライン（内部通報制度）を利用して報告・相談を行うことができる体制を整え
ています。

【コンプライアンス推進体制図】

アニコム ホールディングス

子会社

報告

指導・監督
モニタリング

アニコム損害保険株式会社
各部（支店含む）
コンプライアンス
KP/リーダー

アニコム パフェ
株式会社

コンプライアンス
KP/リーダー

アニコム フロンティア
株式会社

コンプライアンス
KP/リーダー

アニコム先進医療
研究所株式会社
コンプライアンス
KP/リーダー

アニコム キャピタル
株式会社

コンプライアンス
KP/リーダー

株 主 総 会

代 表 取 締 役

コンプライアンス推進部

各部
コンプライアンス・キーパーソン

／リーダー

監　　査　　役

監　査　役　会

内 部 監 査 室
コンプライアンス委員会

経 営 会 議

取　締　役　会

コンプライアンスの推進
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グループ反社会的勢力対応の基本方針（概要）

　当社グループは、反社会的勢力を社会から排除していくことは、社会の秩序や安全を確保する上で極めて重要な課題であり、
企業にとって反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを推進していくことは、社会的責任を果たす観点から必要かつ重
要なことであると認識し、以下のグループ反社会的勢力対応の基本方針に基づき適切な対応に努めています。

（組織・体制）
　反社会的勢力対応の責任部門は、コンプライアンス推進部とし、反社会的勢力に関する事項を一元管理する
ものとする。しかし、管轄警察署・暴力団追放運動推進都民センター等との日常的な連絡・講習等の窓口は人
事管理部とし、コンプライアンス推進部に対し、定期的に活動報告を行うものとする。さらに、コンプライア
ンス推進部は、反社会的勢力に関する情報のうち、経営に重大な影響を与える、又は、顧客の利益が著しく阻
害される一切の事項について、取締役会等に速やかに報告するものとする。

（対応方針）
1.   相手方が反社会的勢力であると判明した時点で可能な限り速やかに関係を解消できるよう、以下の点に留意
した取組みを実施する。
（1）   反社会的勢力との取引を未然に防止するための適切な事前審査の実施や必要に応じて契約書等に暴力団

排除条項を導入する。
（2） 定期的に自社株の取引状況や株主の属性情報等を確認するなど、株主情報の管理を適切に実施する。
（3）   いかなる理由であれ、反社会的勢力であることが判明した場合には資金提供や不適切・異例な取引は行

わない。
2.   反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、担当者や担当部門だけに任せることなく、取締役等の経
営陣が適切に関与し、組織として以下の点に留意した対応をとるものとする。
（1） 反社会的勢力による不当要求に対応する従業員の安全を確保する。
（2）   積極的に警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関に相談するとともに、暴力追放運

動推進センター等が示している不当要求対応要領等を踏まえた対応を行う。特に、脅迫・暴力行為の危
険性が高く緊急を要する場合には直ちに警察に通報する。

（3）   あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずるとともに、積極的に被害届を提出するなど、刑事事件化も躊躇
しない対応を行う。

（4）   反社会的勢力からの不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合には、反社会
的勢力対応と不祥事案の責任部門であるコンプライアンス推進部が速やかに事実関係を調査し、適切な
対応を行うこととする。

反社会的勢力の排除8
　経営についてⅠ
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利益相反取引の管理

　当社及び当社グループ会社は、利益相反のおそれのある取引を適切に管理することを目的とした利益相反管理基本方針を策
定し、お客様の利益が不当に害されることのないように、利益相反取引の管理に努めています。

利益相反管理基本方針（概要）

1. 管理対象取引
   　本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、管理対象会社が行う取引のうち、お客様の利益を
不当に害するおそれのある取引であり、以下に掲げるものとする。
（1） お客様の利益と当社グループ会社の利益とが相反するおそれのある取引
（2） お客様の利益と他のお客様の利益とが相反するおそれのある取引
（3）   当社グループ会社が保有するお客様に関する情報をお客様の同意を得ないで利用する取引（個人情報保

護法第15条に基づき、当社プライバシーポリシーにあらかじめ特定された利用目的に係る取引を除く）
（4） 管理対象会社間において利益が相反するおそれのある取引
（5）   前4号に掲げるもののほか、管理対象会社のお客様の利益の保護の観点から特に管理を必要とする取引又

はその他の行為

2. 管理対象取引の特定方法
 　対象取引の個別事情を検討のうえ、利益相反のおそれのある取引に該当するか否かを特定する。

3. 管理対象取引の管理方法
   　当社は「利益相反のおそれのある取引」を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法により当該お客様の
保護を適正に確保する（次に掲げる方法は具体例に過ぎず、必ずしも以下の措置が取られるとは限らない。）。
なお、1つの「利益相反のおそれのある取引」に対応して、複数の管理方法が選択できるものとする。
（1） 部門の分離（情報共有先の制限）
　　  管理対象取引を行う部門と管理対象取引に係るお客様との取引を行う部門を分離し、適切な情報遮断措
置を講じる方法

（2） 取引条件又は方法の変更
　　管理対象取引又は管理対象取引に係るお客様との取引の条件又は方法を変更する方法
（3） 一方の取引の中止
　　管理対象取引又は管理対象取引に係るお客様との取引を中止する方法
（4） 利益相反事実のお客様への開示
　　  管理対象取引に係るお客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、管理対象取引に係るお
客様に適切に開示する方法（但し、当社グループ会社が負う守秘義務に違反しない場合に限る。）

（5） その他
　　  以上（1）から（4）に掲げるもののほか、当社がお客様の利益の保護の観点から必要かつ適切と認める
方法

4. 管理対象取引の管理体制
   　当社は、利益相反管理統括部署を設置し、本方針に沿って、利益相反のおそれのある取引の管理に必要な情
報の集約、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理を的確に実施する。
   　また、本方針を踏まえた利益相反管理態勢の検証及び改善並びに利益相反管理に関する役職員教育・研修を
行う。
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ディスクロージャー基本方針（概要）

　当社は、株主・投資家、取引先、地域社会をはじめとするあらゆるステークホルダーの皆様に、当社グループの現状や今後
の事業展開等を正確かつ迅速にご理解いただけるように、以下のディスクロージャー基本方針に基づき、公正かつ適時・適切
な情報開示に努めています。

1. ディスクロージャーの目的
（1） 積極的かつ効果的な情報開示及び説明責任を果たし、ステークホルダーとの信頼関係を構築する。
（2）   情報開示における適時性と公平性を図り、当社の企業価値を正しく反映した適正な株価の形成、社会的

評価の形成を図る。
（3）   ステークホルダーとの双方向コミュニケーションを通じ、ステークホルダーの声を経営にフィードバッ

クし、企業価値の向上に役立てる。

2. ディスクロージャーの基本原則
（1） オープン・マネジメントと説明責任
　　  開示内容が当社に有利か不利かを問わず事実に即した開示のオープン性（透明性）に努め、一貫した説
明責任を全うする。

（2） 適時の開示
　　情報の開示は、開示すべき事実が発生若しくは決定した後、速やかに開示を行う。
（3） わかりやすい開示
　　  保険業として、一般事業会社と異なる特殊な財務諸表等であることを認識し、開示情報が資本市場参加
者のみならず、一般に広く伝わることを考え、わかりやすい開示に努める。

（4） 公平性の確保
　　資本市場参加者に対して、情報が公平に伝播されるよう努める。
（5） 継続性
　　開示する情報の内容について、継続性を保持する。
（6） 機密性の確保
　　  適切かつ公正な開示が行われるまでは、機密情報を厳重に管理し、関係者以外の第三者（当社役職員を
含む）への漏洩を防止する。

3. 開示担当部門と役割
   　当社の経営企画部を開示担当部門とし、経営企画部長を開示責任者とする。開示担当部門は当社グループの
開示対象情報を一元的に管理すべく、グループ会社経営管理基本方針に基づき、関係会社から適時開示に係る
情報を適切に集約する体制を整える。

4. 開示方法
（1）   金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示については、EDINET（金融商品取引法に基づく有価

証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム）を使用する。その他の法定開示については、当該
法令等に基づく方法にて開示する。

（2）   東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」「有価証券上場規程施行規則」に基づく適時開示について
は、同取引所が運営する「適時開示情報伝達システム（TDnet）」を使用する。また、必要に応じて遅
滞なく報道機関への発表及びその他法令・諸規則の定める開示手続きを行う。

（3）   任意開示については、開示責任者が決定する方法により開示を行う。なお、新規に任意開示を行う場合
の要否及び可否については、取締役会の承認を要することとし、以後の継続開示は開示責任者の決裁に
て行う。

5. アナリストレポートへの対応
   　当社は、アナリストレポート等に対する論評・評釈等は行わない。ただし、事実誤認があると判断した場合には、
当該事実の誤認等について指摘する。また、当社に関する風説に関しても、論評・評釈等は行わず、当該風説
に関する問い合わせにも応じない。ただし、当該情報が当社により既に開示した情報と明らかに異なっており、
放置することが適当でないと開示責任者が認める場合は、任意でニュース・リリースを行う等適切な対応を行う。

6. 沈黙期間
   　当社は、原則として四半期の終了日から当該四半期の業績の発表日までの間は、沈黙期間として当該四半期
の決算情報に関する対外的コメント及び問い合わせへの回答は行わないこととする。

情報の開示10
　経営についてⅠ
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個人情報の保護

　当社は、お客様の個人情報について、業務上必要な範囲内において、適法で公正な方法により取得し、予め了承をいただい
た目的にのみ利用しています。
　また、当社では、「個人情報の保護に関する法律」及び関連ガイドライン等に則り、社内規程等を整備し、社員への教育・モ
ニタリングを実施し、情報管理の徹底に取り組んでいます。
　お客様の個人情報の取扱いに関しては、以下の個人情報保護方針（プライバシーポリシー）を定め、当社ホームページにお
いて公表しています。
　加えて、特定個人情報等の適正な取扱いの確保について、以下の特定個人情報保護基本方針を定め、当社ホームページにお
いて公表しています。

個人情報保護方針（プライバシーポリシー）

　アニコム ホールディングス株式会社（以下「当社」といいます）におきましては、個人情報を正しく取扱う
ことは極めて重要であり、お客様をはじめとする各種個人情報の保護は重要な責務であると認識しております。
　当社では個人情報保護に関する法令を遵守し、以下のとおり個人情報を適切に利用するとともに、その安全
管理に努めてまいります。
　当社の役員及びすべての従業員が、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に開示することや、不
当な目的に使用することはいたしません。利用目的の範囲内で、具体的な業務にしたがって権限を与えられた
者のみが業務の遂行上必要な限りにおいて取扱うものといたします。
※本個人情報保護方針（プライバシーポリシー）における「個人情報」及び「個人データ」とは、特定個人情
報（個人番号及び個人番号をその内容に含む個人情報）を除くものをいいます。

1. 個人情報の取得について
　業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段によりお客様（株主の皆様を含みます。以下同じ）の個人
情報を取得します。

2. 個人情報の利用目的について
　次の業務を実施する目的（以下「利用目的」といいます。）に必要な範囲内で個人情報を利用します。また、
利用目的は、ご本人にとって明確になるよう努め、取得の場面に応じて利用目的を限定するよう努めます。
　なお、利用目的は、ホームページ等で公表します。また、利用目的を変更する場合には、ホームページ等に
公表します。
（1） グループ会社（グループ会社の範囲については「11. 会社一覧」をご参照ください）の経営管理
（2） 株主の皆様への連絡、各種情報の提供及び株主管理
（3） 当社の会社法その他の法令に基づく権利の行使又は義務の履行
（4） 問い合わせ・依頼等への対応
（5）   その他上記（1）から（4）に附帯する業務及び当社の業務運営を適切かつ円滑に履行するために行う業務

の実施

3. 個人情報の管理
　個人情報の漏洩、紛失又は毀損の防止その他の安全管理のために、個人情報へのアクセス管理、持ち出しの
制限、外部からの不正アクセス防止措置その他の安全措置を講じてまいります。

4. 個人データの第三者への提供及び第三者からの取得
（1） 当社は、次の場合を除き、ご本人の同意を得ることなく個人データを第三者に提供することはありません。
・法令に基づく場合
・業務遂行上必要な範囲内で、委託先に提供する場合
・グループ会社・提携先企業との間で共同利用を行う場合
　（下記「6. グループ会社・提携先企業との共同利用について」をご覧ください。）
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（2）   当社は、法令で定める場合を除き、個人データを第三者に提供した場合には当該提供に関する事項（いつ、
どのような提供先に、どのような個人データを提供したか等）について記録し、個人データを第三者から
取得する場合には当該取得に関する事項（いつ、どのような提供先から、どのような個人データを取得し
たか、提供元の第三者がどのように当該データを取得したか等）について確認・記録します。

5. 個人データの取扱いの委託
　利用目的の達成に必要な範囲において、個人データの取扱いを外部に委託することがあります。外部に個人
データの取扱いを委託する場合には、委託先の選定基準を定め、あらかじめ委託先の情報管理体制を確認する
など、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

6. グループ会社・提携先企業との共同利用について
　前記「2. 個人情報の利用目的について」（1）から（5）に記載した利用目的の他、グループ会社の各種サー
ビスの案内等のため、当社とアニコムグループ各社・提携先企業との間で、以下のとおり個人データを共同利
用します。
（1） 個人データの項目
①株主の皆様の個人データ
住所、氏名、当社株式の保有状況等

②アニコムグループ各社が保有する個人データ
住所、氏名、どうぶつ名、電話番号、電子メールアドレス、性別、生年月日、その他保険契約申込書等に記
載された契約内容及び事故状況、保険金支払状況等の内容

（2） 個人データ管理責任者：アニコム ホールディングス株式会社
※グループ会社・提携先企業については、下記「11. 会社一覧」をご覧ください。

7. センシティブ情報の取扱いについて
　当社は、要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療及び性生活に関する個人情報（本
人、国の機関、地方公共団体、個人情報保護法第76条第1項各号若しくは施行規則第6条各号に掲げる者により
公開されているもの、又は、本人を目視し、若しくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを
除きます。以下「センシティブ情報」といいます。）を、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用又は第三者
提供を行いません。
・  保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、ご本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティ
ブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合

・  相続手続を伴う保険金支払事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用又は第三者
提供する場合

・  保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体若しくは労働組合への所属若しくは加
盟に関する従業員等のセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合

・法令等に基づく場合
・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合
・  国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力す
る必要がある場合

8. 個人情報に関する事項の通知、開示・訂正・利用停止等について
　お客様がご提供された個人情報に関する事項の通知（利用目的等）、開示・訂正・利用停止等に関するご請
求（以下、「開示等請求」といいます）については、下記「10. お問い合わせ窓口」にお申し出ください。請求
者がご本人であることを確認させていただくとともに、所定の書式にご記入いただいた上で手続きを行い、後日、
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個人情報の保護

原則として書面で回答いたします。利用目的の通知請求及び開示等請求については、当社所定の手数料をいた
だきます。
　開示等請求の詳細については以下の【個人情報の『開示』等請求手続き】をご覧ください。（https://www.

anicom.co.jp/policy/privacy.html）

9. 匿名加工情報の取扱い
（1） 匿名加工情報の作成
　当社は、匿名加工情報（法令に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を
加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの）を作
成する場合には、以下の対応を行います。
・法令で定める基準に従って、適正な加工を施すこと
・  法令で定める基準に従って、削除した情報や加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために安全管理措
置を講じること

・作成した匿名加工情報に含まれる情報の項目を公表すること
・作成の元となった個人情報の本人を識別するための行為をしないこと
（2） 匿名加工情報の提供
　当社は、匿名加工情報を第三者に提供する場合には、提供しようとする匿名加工情報に含まれる個人に関す
る情報の項目と提供の方法を公表するとともに、提供先となる第三者に対して、提供する情報が匿名加工情報
であることを明示します。

10. お問い合わせ窓口
　個人情報の取扱いに関する苦情・相談に対し適切・迅速に対応いたします。当社の個人情報の取扱いや保有
個人データに関するご照会・ご相談は、下記までお問い合わせください。
＜お問い合わせ先＞
アニコム ホールディングス株式会社　コンプライアンス推進部
電話番号：03-5348-3911

受付時間：午前9時～午後6時（土日祝祭日及び年末年始を除く）

11. 会社一覧
　「6. グループ会社・提携先企業との共同利用について」における、アニコムグループ各社・提携先企業は、
下記のとおりです。
（1） グループ会社
　当社が個人データを共同して利用するグループ会社の範囲は、以下のホームページをご参照ください。
　グループ会社一覧（アニコム ホールディングス株式会社ホームページ）https://www.anicom.co.jp/

company/outline.html

（2） 提携先企業
　当社が個人データを共同利用している提携先企業はありません。

12. 特定個人情報について
　当社において、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に規定する
特定個人情報の取扱いについては、別途定める「特定個人情報保護基本方針」によるものとします。
（注）以上の内容は、当社業務に従事している者の個人情報については対象としておりません。
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特定個人情報保護基本方針

アニコム ホールディングス株式会社（以下、「当社」といいます。）は、特定個人情報等の適正な取扱いの確保
について、組織として取り組むため本基本方針を定めます。

1. 事業者の名称
アニコム ホールディングス株式会社

2. 関係法令・ガイドライン等の遵守
当社は、番号法を初めとする特定個人情報保護に関係する日本の法令、国が定める指針その他の関連規範（ガ
イドライン等）を遵守します。

3. 安全管理措置に関する事項
当社は、特定個人情報等の漏えい、滅失又はき損を防止するため、社内規程を定め、合理的で適正な安全対
策を講じます。

4. 特定個人情報の適切な管理
当社は、特定個人情報の責任者を置き、定期的な点検を実施し、特定個人情報の適切な管理に努めます。

5. 苦情及びご相談の窓口
当社の特定個人情報の取り扱いに関する苦情及びご相談につきましては、以下にお問い合わせください。

［お問い合せ窓口］コンプライアンス推進部
電話番号：03-5348-3911

受付時間：午前9時～午後6時（土日祝祭日及び年末年始を除く）

アニコム ホールディングス株式会社
代表取締役　小森　伸昭
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